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（参考）子会社・関連会社の該当基準 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「緊密な者」に該当する会社 
以下のいずれかに該当する会社 
①特殊法人等出身者が取締役会等の構成員の過半数を占めている会社 
②特殊法人等出身者が代表権のある役員として派遣されており、かつ、

取締役会等の構成員の相当数（30～50％）を占めている会社 
③特殊法人等に対する事業依存度が著しく大きい（売上高に占める特殊

法人等との取引高の割合が 50％以上の）会社    等 

「子会社」に該当する会社 
 以下のいずれかに該当する場合 

特殊法人等の出資比率 50%超 

「関連会社」に該当する会社 
 以下のいずれかに該当する場合 

特殊法人等の出資比率 20％以上 50％以下 

 ①特殊法人等の出資比率 40%以上 50%以下 
または 
 ②特殊法人等と「緊密な者」の出資比率の合計が 50％超 

かつ 
①特殊法人等出身者が取締役会等の構成員の過半数を占めて

いる会社 
または 
②特殊法人等に対する事業依存度が著しく大きい（売上高に占

める特殊法人等との取引高の割合が 50％以上の）会社 等 

 ①特殊法人等の出資比率 15%以上 20%未満 
または 
 ②特殊法人等と「緊密な者」の出資比率の合計が 20％以上 50％

以下 
かつ 

①特殊法人等出身者が代表取締役、取締役等の役職に就任して
いる会社 

または 
②特殊法人等との取引の割合が相当程度を占める（売上高に占

める特殊法人等との取引高の割合が 30％以上の）会社 等 

 
特殊法人・認可法人 

（以下「特殊法人等」という。） 

 

または 

出資   出資 

 （注）出資比率の算定については、子会社の出資を含む。


